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第三者委員会の調査報告書の受領及び今後の当社の対応に関するお知らせ 
 

 

当社は、2019年６月26日付「第三者委員会設置に関するお知らせ」にて開示しておりますとお

り、第三者委員会を設置し、当社及び当社の連結子会社の店舗に係る固定資産の減損処理方法に

関する本社費等の会計処理について調査を進めてまいりましたが、本日、第三者委員会より調査

報告書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．第三者委員会調査報告書の公表について 

当社は、第三者委員会より、本日、調査報告書を受領いたしました。 

調査報告書の全文につきましては、現在、当社の営業秘密及び個人のプライバシーの保護等

の観点から部分的な非開示措置の要否を検討しており、当該検討終了後、第三者委員会に意見

を述べ、第三者委員会において必要と判断される場合には、第三者委員会により非開示措置を

実施した上で、可能な限り速やかに公表する予定であります。 

 

２．今後の対応について 

当社は、第三者委員会の調査報告書を精査し、過年度の会計処理の検証や連結財務諸表及び

財務諸表等に与える影響額を確定のうえで、2019年８月30日までに2019年４月期有価証券報告

書を提出する予定であります。 

また、当社は、過年度（平成22年９月期から平成30年９月期まで）の有価証券報告書及び過

年度（平成29年９月期第１四半期から平成31年４月期第１四半期まで）の四半期報告書の訂正

報告書の提出及び過年度（平成22年９月期から2019年４月期まで）の決算短信及び過年度（平

成29年９月期第１四半期から平成31年４月期第１四半期まで）の四半期決算短信の訂正を2019

年８月30日までに公表する予定であります。 

さらに第三者委員会の調査報告書には、再発防止に係る提言が行われております。当社は、

それを真摯に受け止め、早期に原因究明と実効性のある具体的な再発防止策を策定し、取り組

んでまいります。 

なお、具体的な再発防止策につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。 

 

株主、投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお掛けいたしてお

りますことを改めて深くお詫び申し上げます。 

 

以 上 

 


